
厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

2020年  3月 31日

国立大学法人新潟大
~学

学長

牛 木 辰 男

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 政策科学総合研究事業(臨床研究等 ICT 築・人工知能実装研究事業)

2.研究課題名 レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベン ト精密捕捉技術の確立・

正確性検証とその社会実装を通じた EBMと 政策立案に貢献できるエ ビデンス創出

3.研究者名 f所 尾部 届 ・ 膳 名 ) 医 歯 学 系 ・ 教 梧

(氏ス フ リガ ナ ) 曽相  博 仁 ネソ ヒロヒト

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み]にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査,にチェックすること。

その他 (特記事項)

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 は 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   E ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :             ) コ   ■ □ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるC01の 管理に関する規定の策定 '‐ ■  ● _ ― ‐ :  千 11

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無‐□ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

□

ロ   ロ □

‐
 :■  1- ~‐ ‐     ‐―



令和 2年 3月 12日
厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立

‖lt
総 長 〓
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イ
エ ヽ 、イ
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ヽ
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次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 政策科学総全」[Zi目 :墜ヒ_」:仁1き』:螢ltti」旦二:型1壁」豊塞:二_2」[菫:墜,豊:量:塞:団:窒l亘当日_________

2.研究課題名 レ_セ プトデータベースにおける健康寿命を 宇す る重滞 イ 結 密捕界拮術 の 確 市・ iFベント

確性検証とその社会実装を通じた EBMと 政策立案に貢献できるエビデンス創出

3.研究者名 (所属部局・職名) 大学院医学系研究科・ 卜,
:,又 :

(氏名・ フリガナ) 松山 裕・マツヤマ ユタカ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 峡 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   ~ ■ 新潟大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

〈指針の名称 :               ) □   ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無|□ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :

(留意事項 )

お ン八ヽ

、ヽ′

□

□ □ □ □

□



2020年  3月 31日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法人

学長

1.研究事業名 __重鐘壬:墜」鑑≧互1■豊二塞l⊆占憂きヨコ墜ZL笠 ICT 築 。人工知能実装研究事業)

‘
〓

2.研究課題名 _レ上∠_L五
=望

竺主三型菫國上自幽墨差金を規定する重症イベン ト精密捕捉技術の確立・

正確性検証とその社会実装と通上上 EBMと」こ董:墾壼塾二重」量:二三墜 E」主2主と」nl壁1

3.研究者名  ( 所属部局・職名) 医歯学総合病院・教授

(【名 ガ ナ 宏 平 ア カ ザ ワフ リ コウ′ヽイ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当懐研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない暑合は、
'未

審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や r臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当腋項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ l)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   三 ■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 I

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係 るCOIに ついての指導・管理の有無 '    `―― ■      .1-:  __

牛 未  辰 男

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

□ □

□

□ 日



2020年 1 3月 31日

厚生労働大臣 殿

次の職員の令和元年度厚

ては以下のとおりです。

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

国立大学法人新

学長

潟大学

い

1.研究事業名 政策科学総合研究事業(臨床研究笠I塑 基盤生塞・△ェ知能塞基研究事業】

2.研究課題名 __上主Z上ブ土_乞£ヽ二z」壺ili」奎」墜墜E菱壺≧型墜三二左_う_重症空 とヽ4_L猿蜜壼I捉1:並墜Z塑豊立_■

正確性検証とその社会実装を通 じた EBMと 政策立案に貢献できるエ ビデンス創出

氏 名 フリガナ) 山賠 津仲. ・ ヤマザキ タツヤ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

が済んでいる場合は、「 済み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

□   ■ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

□   ■遺伝子治療等臨床研究に関する指針

■ 新潟大学人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3)

□ □
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              )

(※2)未審査に暑合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目」こ記入すること。

5‐厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 ' 日  
・   ■: ・      ‐―_

当研究に係るC01に ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 ,l:

(留意事項 )

3.研究者名 (所星艶壁」塵1奎__自:△壁宝:丞二盪1盤_________________________

□ □

□ □

■   □ □

□



厚生労働大臣 殿

2020年 1 3月 31日

機関名 国立大学法人新潟大学    ヽ

所属研究機関長 職 名 学長

氏  名 牛 木 辰 5弓
・    Fロ

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反撃あ管理11ビら1ヽ

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 __2塗塑[螢:盤」給望:1ヨ:壁塾当【壁]量三コ1望i塾首ヒ菫1■.基:盤壁菫:≧[2▲三IttШヨL塞」堕■1究事業)__
2.研究課題名  レセプト」

=_タ
ベースにおける健康寿命を規定する重症イベント精密捕捉技術の確立・

3.研究者名  ( 所属部局・職名) 医歯学総合研究科・特

fi名 フ リ ガナ 藤 公則 カ キトウ リ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該 当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ   ロ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   二 ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 口 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 ‐ _`‐ ‐■  ‐  _|  ‐・   __

量ヨ菫生櫨塾≧≧重生⊆」壁全塁基盪通上L生」旦旦M上菫壁堕室Lコ重1医二き」全二三22堕 幽_________

□ □

□   ■

□ □



2020年  3月 31日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法人

学長

辰

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

=
1笙ツ|

理 につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 __瑾畳整整艶圏菫 :窒腱麺超豊工L塾墜築二星堕壁実墨墜豊逍_______
2.研究課題名 レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベン ト精密捕捉技術の確立・

正確性検証とその社会実装を通 じた EBMと 政策立案に貢献 きるエビデンス創出で

3.研究者名 (所属部局・職名) 医歯学総合研究科・特任准教授

(氏 名 フ ガ ナ ) 藤原  和哉リ フジハラ カズヤ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若 しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記戦すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当腋項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 E  ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   E ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 ■      .     :・ ‐ ・

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

ヽ

¬

□   ■



2020年  3月 31日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法人

学長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理1こっい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 __聾麹当黎金壁窒豊業豊:堕型:l究笠_堅11基盤整墾≧121⊆I塑:奎1墜基麺El墾奎業)______

2.研究課題名 レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベ ン ト精密捕捉技術の確立・

正確性検証とその社会実装を通 じた EBMと 政策立案に貢献できるエビデンス創出

3.研究者名 (所属部局・職名) 医歯学総合研究科・特任准教授

氏 名 フリガナ 玉 「# コダマ サ トル) 県

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 ‐■ ■: :_

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □

人を対象 とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 新潟大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ロ

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針1や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する着合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 '‐  日  `11   ■ ,・ :‐  _  ――
:

当研究機関におけるC01委 員会設置の有無

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 ′.  :― ■ ′= := _ 1.

(留意事項 )

新潟大学

□

□ □ □

□



厚生労働大臣 殿
令和 2年 3月 27日

機関名 千葉県立保健医療大学

所属研究機関長 職 名 学 長

氏 名 旦量_重墨企

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 __菫重型主毯全壁窒菫菫【堕丞壁窒笠 IC■基盤壁墜 。人工知能実装研究事基)

2.研究課題名  レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベン ト精密捕捉技術の確立・

正確性検証とその社会実装を通じたEBMと 政策立案に貢献できるエビデンス創出

ｎ

ｒ
一

Ｆ
二

3_研究者名 (所属部 局・ 職名 ) 千葉 県 保俸 医療 大学立 ・教授

(■ 名 フ リ ガ サ ) 内 洋子・ヤチ ヨウコ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み]にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 は2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 新潟大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるC01の管理に関する規定の策定 有 □ 無‐■ (無の場合はその理由 :現在作成中のため)

当研究機関におけるCOl委 員会設置の有無 ・.   1-'日  ■ .‐‐'‐ .|‐  ― ―

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 ・ ■  [■   |‐  ・  1 1   1`=|

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

・ |,1.…
.|口

,・

■ □

□



令和 2年 3月 31日

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

新潟県立大学

学長

若杉 _隆平_印

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

政策科学総合研究事業(臨床研究等 ICT 築 。人工知能実装研究事業)1.研究事業名

2.研究課題名 レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベン ト精密捕捉技術の確立・

正 とその を じた EBMと 立
△ エ ビ ン ス

3.研究者名 (所 属蔀 局 生活学部 講師)  人間

氏 名 フリガナ 千嘉 (ホ リカワ チカ堀り|

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 新潟大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無‐□ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容

(留 意事項 )

厚生労働大臣 殿

□

□   ■ □

受講 ■  未受講 □



2020年  3月 31日

厚生労働大臣 殿

機関名 国立大学法人

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 __生 ンL星

田

5号     「口

r…

|l ll
ユ 上 ヽ

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

政策科学総合研究事業(臨床研究等 ICT 築 。人工知能実装研究事業〉1.研究事業名

2.研究課題名 レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定す る重症イベン ト精密捕捉技術の確立・

正確性検証とその社会実装を通じたEBMと 政策立案に貢献できるエビデンス創出

3.研究者名  ( 所属部局・職名) 医歯学総合病院・ 教

(氏名・フリガナ) 石澤 正博| ・ イシザワ マサヒロ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 〈※1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 コ   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〈※3) ロ   ロ ■ 新潟大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) ロ   ロ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるC01の 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 口  . ~1‐      ■
‐

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :

(留意事項 )

□

□



令和 2年 3月 26日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

徳島文理大

学 長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 政策科学総合研究事業(臨床研究等 ICT基盤構築・人工知能実装研究事業)

涙三面里う龍
-ド
===【
口0¬ i

国

2.研究課題名 レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベ ン ト精密捕捉技術の確立・

lL ′性 証 と の じた EBM ヽ′ (こ
′ ヽ エ ビ ン ス

3.研究者名 (所属部 局・職名 ) 人間牛活学 部  講

氏 名 フ リガ ナ( )  森り| 咲子   (モ リカワ サキコ
)

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該 当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ   ロ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〈※3) ■   E ■ 新潟大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機 関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 I

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 ,l

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 □ 無 ■ (無の場合はその理由 : 新潟大学で実施のため )

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□



2020年  3月 31日

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法人

学長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 政策科学総合研究事業(臨床研究等 ICT基盤壁菫:二21⊆ ]壁:丑主塞基塑1翌:奎:墾:金

2.研究課題名 レセプ トデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベン ト精密捕捉技術の確立・

正確性検証とその社会実装を通 じた EBMと 政策立案に貢献できるエ ビデンス創出

3.研究者名 (所属部局・職名) 研究推進機構・特任助教

氏名 フ リ ガナ ) 鈴木 浩 申 スズキ ヒロシ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当族研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)未審査に碁合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 〈※1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■ 新潟大学

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無
‐ ■  二

~―
    ‐   '=■

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

厚生労働大臣 殿

□

□

□ □ □

□   ■ □

研究倫理教育の受講状況


